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2026年度東京大学女子学生奨学金（大学院修士課程・理系）募集要項

１ 趣旨

本学卒業生の江川雅子氏及び有志からの寄附を原資として、本学大学院に在籍す

る優れた日本人女子学生であって、経済的支援を必要とする者を対象として、奨学

金を支給して支援することを目的とします。

２ 申請者の資格

工学系研究科、理学系研究科、農学生命科学研究科、総合文化研究科、医学系研

究科、薬学系研究科、数理科学研究科、新領域創成科学研究科、情報理工学系研究

科、学際情報学府の修士課程に在籍し理工系の分野を専攻する１年次（2026年４月

現在）の日本人女子学生のうち特に優秀な者であり、かつ経済的支援を必要とする

者。ただし、他の公益法人等の給付型の奨学金を受領している者を除きます。

３ 採用予定者数

若干名

４ 支給額

月額５万円 ※返還の義務なし

５ 支給期間

修士課程の標準修業年限

６ 奨学金の申請

(1) 申請期間

2026年４月７日（火）～2026年５月８日（金）【必着】

(2) 申請方法

申請書類を、東京大学本部奨学厚生課奨学チーム宛に郵送してください。封筒

表面に「女子学生奨学金申請書類」在中と朱書きし、特定記録等の記録郵便で郵

送してください。

(3) 提出先

〒113-8654 東京都文京区本郷７－３－１

東京大学 本部奨学厚生課奨学チーム 宛

※提出方法は郵送のみです。窓口にて受け取ることはできませんのでご注意く

ださい。

７ 申請書類

  以下の申請書類を全て提出してください。

※各様式は本学ウェブページよりダウンロードしてください。

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h02_16.html
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８ 受給者の決定

受給者の決定は、奨学厚生担当理事（以下、「理事」という。）が行います。理事

は受給者を決定したときは、申請者本人へ2026年５月下旬頃までに採否結果を通知

します。

申請書類 留意事項

申請書（様式１） 必要事項を記入してください。

成績証明書 申請時の直近までの学部４年間分の成績。

収入等に関する証

明書

・生計維持者（父

母または父母に

代わって家計を

支えている者）

について提出し

てください。

給与所得者（確定申告を行っ

ていない者）

源泉徴収票（2025年分）及び

市町村発行の最新の所得証

明書（2024年分）

※2025年1月以降に就職・転

職した場合年収見込証明書

（様式２－１）も提出

給与所得以外の所得者

（確定申告を行った者）

確定申告書（2025年分第１表・

第２表（写））及び市町村発行

の最新の所得証明書（2024年

分）

年金(老齢・厚生・遺族・障

害等)を受給している場合

最新の年金振込通知書（写）

又は最新の年金額改定通知書

（写）

失業中で雇用保険を受給して

いる場合
雇用保険受給資格者証（写）

生活保護の認定を受けている

場合
保護料決定（変更）通知（写）

無職・無収入の場合

(注)就学者・父母の扶養親族

となっている家族は必要あ

りません。

無職・無収入申立書（様式２

－２）及び最新の所得証明書。

(注)所得証明書に所得の記載

がある場合は、退職証明書

等、その収入が現在ないこ

とがわかる書類。

高校生以上の就学者がいる世

帯

(注)申請者本人、小・中学生

は除く

最新の在学証明書

(注)（写）でも可

障害者のいる世帯 身体障害者手帳（写）、公害医

療手帳（写）、精神障害者保険

福祉手帳（写）、原爆手帳（写）
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９ 奨学金の支給方法

奨学金の支給は、在籍確認の上、半期毎に受給者名義の預金口座に送金します。

10 奨学金の休止及び復活

(1) 受給者は、休学又は１か月以上の長期欠席（海外留学等は含まない。）をする場

合は、奨学金の支給を休止します。

(2) 前号の規定により奨学金の支給を休止された者が、その事由が消失したことを

証する書類を付して本学に支給の再開を願い出た場合は奨学金の支給を再開する

ことができます。

11 奨学金の支給廃止

受給者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかにこれらを証する書類を奨学

チームに届け出るものとし、奨学チームはこれらを受理した場合は、奨学金の支給

は廃止となります。

(1) 退学又は転学したとき

(2) 停学の処分を受けたとき

(3) 学業成績が不良となったとき

(4) 奨学金を必要としない理由が生じたとき

(5) 前各号のほか、受給者としてふさわしくない事実があったとき

12 奨学金の返納

受給者が休学・長期欠席又は受給者としてふさわしくない事実があったときは、

既に支給した奨学金の全部又は一部を返納する必要があります。

13 奨学金の辞退

受給者は、奨学金の辞退を申し出る必要があります。

14 異動の届出

受給者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに奨学チームに届け出る必要

があります。

(1) 休学、復学又は長期欠席しようとするとき

(2) 住所、氏名、連絡先その他重要な事項に変更があったとき

15 その他

(1) 提出された申請書等は、一切返却いたしません。

(2) 申請書、調査書等に記載されている個人情報は、本奨学金業務に限定し利用す

るものであり、その他の目的に使用することは一切ありません。

(3) 他の給付奨学金と併用で受給することはできません。なお、貸与奨学金との併

用は可能です。

(4) 本奨学金の支援者との交流会を年１回実施する予定としており、受給者は出席

する必要があります。


